
カ ン ト哲 学における自然 と自由 との 間

望 月 俊 孝

現 象と物 自体 との区別は,周 知のよ うにカン トの批判哲学全体を貫き,自 然必然性 と自由と

は,こ の区別立てに従ってその領域(Gebiet)を 峻別 され る。即ち,我 々が経験 的認識 を通

じて親 しんでいる現象の世界(感 性界)は 自然法則の必然性 に支配されているが,そ れ に も拘

らず意志 の自由は,少 くとも我 々の考 えることので きる物 自体の世界(可 想界)に そ の場所 を

見出す,と 。併 し問題のこのよ うな仕方での解決 は,単 なる気安 めにすぎないのではないか。

理解が上のよ うに図式的なものにとどまる限 り,我 々はこのような疑議 をいかん ともな しがた

い。

問題 を明 らか にす るために,自 我の観点か ら探 ってみ よう。そこに問題があ るとして,そ れ

を痛切に感 じとるのは,こ のよ うに峻別 され た二つの領域に両の足 をかけ,そ の間を揺れ動 く

この私に他な らないのだから。

カン トに従えば,我 々人間が認識 しうるのは現 象に限 られ,そ れは 自己認識 について も例外

ではない。即ち,自 分の手足やそのふるまい,更 には 自らの内官 を通 して見 た私の心 の状態

も,経 験的に認識された自己は全て単なる現 象にす ぎず,そ の限 りに於て 自我は,自 然界の他

の事物 と同様,自 然法則に服さざるをえない。併 し自己認識に於て私は,認 識 され る対象であ

るばか りでな く,同 時にまた認識の主体でもあ る。それは 「我思 う」とい う純粋 自己 意識 とし

て,そ の存在を決 して疑 うことので きない ものではあるが,そ れを認識 とい う仕方で規定す る

(bestimmen)こ とは,我 々人間には不可能である。この認識されえぬ自我 は,む しろ実践

の場面 に於て,認 識 とは別の規定を見出さねばならぬ。それは道徳法則による意志規定(Wil-

1ensbestimmung)で ある。いわばこの第二の,そ してよ り高次の 自己規定に於て,自 我は

アウ トノミーとい う積極的な自由の主体とな り,目 的自体 として人格 の尊厳を獲得する。併 し

それは,自 我があ くまでも純粋に理性的な存在者 として可想 界に住 ま う限 りでの ことで あっ

て,他 面実際には現象の世界に属す る者で もあ り,そ の限 りでは内面的にも外面的にも感 性的

に制約 されているのであることを考 え合わせ るならば,こ の第二の規定は,む しろ 自我に課せ

られた使命(Bestimmungと いう語の今一つの意味に於て)で あるといった方がよい。
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とはいえ,か の二つの領域の それぞれに属す るもの として区別されたこの二つの自我,即 ち

認識 対象としての現 象我 と自由の主体たる自体我 との間柄は,ま さしくその領域の峻別の故 に

極 めてよそよそしい ものにみえる。そしてこのよそよそ しさは,認 識を通 じて実際に慣れ親 し

ん でいる現象我の立場か ら事柄を見がちな我々にとって,自 体我に課せ られた道徳性など,ど

うで もよい ものにして しまうであろう。二つの自我の間には,何 らかの媒介項 を通 じて,一 定

のつなが りが見出されなければならない。併 し,そ のよ うに して先のよ そよそしさが解消され

た後 にも問題は残 る。第二 の自己規定を通 じて 自我は,道 徳的善をめざ して行為すべ く義務づ

け られているが,そ の行為の場はあ くまでも感 性界である。然 るに感性界を支配す るのが 自然

の機械的な因果法則のみであるとするなら,果 た してそこで私は,道 徳的行 為を自らの自由に

よるもの として実現す ることがで きるのだろうか。 カン ト哲学は,以 上の問題に解決を与えな

ければならない。

1

その解決の道筋を辿 るに先立 って,問 題のそもそ もの根 となってい る,例 の領域峻別の意味

を問い直してお こう。ご く素朴で一般 的 な見方か らすれば,現 象と物 自体,そ してそれぞれの

世界 を区別す ることの意味は,そ れが 自然 と自由のアンチ ノミー を解決す るのに都合 良かっ

た,と いう点に見出され るので もあろうかrた しかにこの区別立ては,自 然科学が確定 してゆ

く法則の必 然性から人間の 自由を救 う,と い う課題 にとって重要な鍵になっているO併 しそれ

は決 して,問 題 を単に学の内部できれいに解決するための術語立てではない。もしそうである

な ら,カ ン トの解決はそれ こそ単なる気安 めにす ぎないものであろうが,哲 学 とは本来そのよ

うに狭 く硬直 したもの,カ ン ト自身の言葉でいえば 「学校概念」(B866)(1)に 従 った哲学 に

とどまるものであってはな らない。そ して彼がそこで本当に峻別 しよ うとしているものを探る

な らば;そ れはむしろ悟性 と理性それぞれ の立法(Gesetzgebung)で あ る。即 ち,自 我が

世界に対する対 し方の区別である。

カン トのいわゆるコペルニクス的転回に於ては,単 に客観概念のみな らず,n時 に自我の概

念 も大 きな変革 を受けている。即 ち自我は,認 識に於 て単に受動的でな く自発的 にもふるまっ

てお り,併 も認識は,自 我のこの 自発性をまって初めて客観的なものとして成立する。まさし

くこの 自発性 の故に自我は認識の主体 といえるのであるが,そ れはまた,そ の自発性の働 き方

の規則たるカテゴリー を通 して,自 然に対する立法の地位に立つ 。即 ち自我は,悟 性の超越論

的普遍法則 を自然の内に投げ入れるのである。但 しこの立法 のみ を通 じて 自我が捉 え うるの

は;単 に 「形式的に見 られた自然」(B165)で あって,そ の実質にふれ,自 然の経験的特殊法
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則 を見出すためには,自 我は 自らの外に出て,実 際の経験に尋ねなければならない。 というの

も我 々は,認 識の質料 とな る表 象を与 えられなければならないからであ り,そ の認識対象が現

象に限られ なければならな陸の も,実 はこの感 性の受容性という自らの有限性の故に他な らな

いのである。

これ に対 し実践 とは,自 らの表 象に従 ってその対 象を現実に産出することである。そ こでは

表象は必ず しも他 から与 えられ る必要はなく,従 って自我はここ実践 の場面 に於て,認 識 に際

しては決 して逃れることので きなかった感性的制約か ら自由にな り,自 らの純 粋 な 自発性 に

よって働 き,そ のよ うに して現 象ではな く物 自体の世界 に,そ して何よ りも自我 自体に出会 う

ことができる。 そしてそれを可能にす るものが,道 徳法則 とい う純粋理性 自身の表 象である。

たしかにそれは,格 率 の普遍妥当性 のみを命ずる形式原理ではある。そ してそれ故,こ こにつ

かみとられた 自由,即 ちこの法則によって 自らの意志 を規定する純粋理性 の自己立法も,全 く

形式的な ものにとどまる。併 しこれ が人間に求め うる最大限で もある。先程 実践 とは自らの

表 象によって対 象を産出することであると確認 したが,こ の産出は決 して質料的の ものではな

い。人間には無か ら有 を創造することはで きず,そ の実践はむしろ,与 えられ た質料に新 たな

形式 を,と りわけ道徳的な意味 を付与す ることである。このような人間の実践にとっては,理

性の 自己立法はその純粋 な形式性の故に,却 って力強 い支えになるといえるだろう。

以上に於て我々は,自 然に対する悟性の立法と意志に対す る理性の立法とを簡単にではある

があとづけた。この二つの立法はそれぞれ,認 識 と実践 とに於ける,世 界に対す る自我の対 し

方の相違を示す ものであ り,従 ってそれぞれの立法に基づ く二つの領域の峻別 も,こ の自我の

姿勢の とり方の方から捉 え直されなければな らない。即ち自我の前に別箇 の世界が二つあ るの

ではな く,一 つの世界が自我の姿勢に応 じて,感 性の制約を逸れることのできぬ認識の場面で

は感性界,そ れを逸れて純粋理性 として直面で きる実践 の場面に於 ては可想界とい うように,

その相貌を異にして くるのである。

このような見直 しによって既に我 々は,峻 別 され る二つの領域を媒介する一つの視点を見出

している。 それはとりも直さず先に,こ の峻別の問題性を明確 にす るために とった自我の視

点,併 もかの 「思考法の革 命」によって 自らの 自発性 を,そ の実践のみな らず認識活動 に於 て

も自覚す るに至った自我の視点である。感性の有限性 を巡 って峻別される自然 と自由の領域の

双方に対 し,自 我は その 自発性によって立法的にふ るまってお り,そ のようにしてまた自らの

統一 を保 っている。これ によって先のよそよそ しさが解消されたとはい えないが,二 つの異な

る立法によって規定され た現象我 と自体我 とが,そ の根底に存する自発性の一性の故に,少 く

とも分裂は逸れていることは,こ こに確認されたであろう。
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所でカン トは,自 我のこの自発性 を更に辿 り,悟 性 と理性の立法の実質的な媒介項 を,今 一

つの上位の認識能力たる判断力の立法に求めている。ここに彼の注 目する判断力は,認 識 の場

面でのように,悟 「生に従属 しつつそれが示す概念に所与を包摂することによって規定的(be-

stimmend)に ふるまうのではな く,そ れ 自身立法的なものとして 自らに固有の原理 をもち,

それだけで(fursich)独 立 した判断力である。併 し,こ のようにして自らのもとに帰 って き

たこの判断力の立法は,自 然にでなく自らに対する(fursich)も のである。その意味でこの

判断力は反省的(reflektierend)と い われ,そ の原理 も,「 自然 につ いて反省 す るた め」

(U.XXXVII)の 「単に主観的な観点における」(Ebd.)も の,即 ち判断 力自身に とっての格率

にす ぎない。従ってこの反省的判断力は,自 然や意志に対 して客観的 ・構成的にふるま う悟 性

や理性 のよ うに,固 有の領域 をもつ ものではない。我々は表題に自然 と自由との 「間」とい う

語 を掲 げたが,そ の際そ こに両者を媒介する今一つの領域 を見出 そうとしたわけではない。そ

の間にはむ しろ,前 者から後者への移行(Ubergang)が あるだけである。,そしてその移行 と

は,前 以ってことわってお くな らば,世 界に対する一つの対 し方から別の対 し方への,自 我の

姿勢の向けかえの過程に他ならないであろう。それがく自然の合 目的性 〉という判断力の原理

によっていかにして達成 され てゆ くか,我 々は先ず これ を追ってゆくこ とに しよう。

先ずこの原理の最 も原初 的な形態は,自 然の経験的法則た関わるものである。先程 も確認 し

たように,我 々の悟性がその立法によって捉 えうるのは自然の単なる形式であ り,そ の実質に

ふれ る経験的特殊法則は,悟 性の洞察の限界の外にある。従ってそれは,法 則 としての必然性

をもつべ きであるにも拘 らず,ア ブ。リオ リには認識で きないもの として,偶 然と判定 され ざる

をえない。併 しこれがその ままであるなら,自 然は事物の単なる集 合(Aggregat)に なって

しまうだろう。そこで,こ の与 えられた特殊から進んでよ り普遍的 な,併 しなが らそれ 自体は

経験的な法則に包摂 しつつ,様 々な特殊法則 を体系的に秩序づけてゆくことが必要であ る。こ

れはまた 「悟性の必然的 な意図」(U.㎜II)で もあるが,こ れに応 えて特殊 から普遍 へと上

昇す るのは,反 省的判断力の仕事であ り,そ の際 この判断力が先の偶然性を埋めるべ く想定す

るのが,<自 然の合目的性);で ある。即ち,判 断力の上昇 に見合 った仕方で 自然がその普遍法

則を特殊化 していること,そ のような自然の捉 えやすさ(Fa/jlichkeit)の 想定である。 これ

は特殊 ・普遍 とい う論理形式に関わるものとして,自 然の〈論理的合目的性 〉と名付けられ る

が,他 面この合目的性は,そ こに潜む悟性 の意図に合致 した もの として,快 の感 情 と結びつ

く。

所で,こ こに合目的的 といわれ るのは,あ くまで も自然の論理形式相互 の関係 で あって,
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個々の 自然形式が合目的的であることは,そ こには含意 されていない。併 し経験は個 々の自然

産物 の内に,「 実在的」(E23)で 「絶対的な合目的性」(E24)を 示 している。即 ち,自 然美

と有機体 とに見 られる合 目的性である(20)

皿

自然美に見出される合目的性は,美 への満足に基づ くものとして,〈 主観的合 目的性〉とい

われ る。これは,論 理的合目的性 に結びついていた快の感情の実質的な展開であ るが,こ うし

た主観性の故に美的(asthetisch)と なった反省 的判断 力は,これ によって・客体認 識で も主

体的意志規定で もない,自 らに固有の活動分野に身を置いている。それは即ち美の観想(Kon-

templation)で ある。 そこで はいかなる規定的な概念 も前提 されず,判 断 力はむ しろ,構

想力の把捉 した自然形式の表 象を,悟 性の不定な概念一般 とつ き合わせる。そ して図 らず も両

者の間に合致がみ られた時,構 想力 と悟性 とはその 自由な戯 れの内で互 いの働 きを促進 し合

い,こ こに生ずる快 の感情の故に,当 の表象は合 目的的 で美 しい と判定されるのである。先の

論理的合 目的性は自然探求 に不可欠の原理 として,そ の反省 も未だ認識の場面 に内在的であっ

たが,こ の美の観想に至 って自我は,認 識対象を求めて自らの外 に出 るの をひ とまず見合わ

せ,自 らの内に立ち帰 り,そ の認識能力どうしの戯れ合いの感情の内に沈潜するのである。

自然美を判定する趣味半ll断のこうした観想的な性格 を浮 き彫 りにするため,カ ン トは美への

満足 を,快 適 ・善 それぞれへの満足に対照 しつつ分析 しているが,こ の分析 は同時 に,快 適か

ら美を介 して善へと至る感情の移行が そこにあることを示 している。そ してこの移行 は,我 々

の実践 にとって極 めて重要なものである。とい うのも,美 の感情 をはさんでこの移行 の出発点

と到達点 をなす二つの感情は,と もに対象の存在への関心 と結びついた実践的な満足であり,

併 も前者即 ち快適への満足が,単 に感官にのみ関わ って 「バ トロー ギ ッシュに制約 され た」

(U14)も のであるのに対 し,後 者即ち善への満足は,理 性原理 の下に示 され る目的概念に基

づ くものとして,「 純粋な実践的満足」(Ebd.)で あると性格づけることができるか らである。

この両者の間にあって美への満足は,あ らゆる関心をはなれたその観想的性格の故に,自 分に

しか妥当せぬ私的 ・感性的関心か ら自由になって,あ らゆる理性的存在者に対 して妥当す る理

性的関心 を抱 くことを,自 我に可能な らしめる。それは自らの実践 にあたって,感 性の制約 を

はなれ理性の立法に従お うとす る自我の,「 考 え方の移行」(U.XX)と いえよう。 こ こに 自我

は,自 然必然性の領域か ら意志の 自由の領域へと移 り行 くのである。

併 し,美 の観想によ り感性的欲求から一旦解放 された として も,自 我は再びそこに舞 い戻 り

は しまいか。その誘惑はそれほどに強いものであるが,自 我はこれ に打ち克つだけのものを自
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らの内に もつのだろ うか。このような疑問に答えるもの を,我 々は崇高の感情の内に見出すで

あろ う。

目前にそびえ立つ巌や荒れ狂 う波濤は,そ の測 り難い大きさと抗 し難 い威力の故に,我 々の

構想力の限界 と我々の物理的な無力とを感 じさせ る。併 しこれ は同時に,我 々の内に超感 性的

な能力があ ることを自覚 させ,そ れ がもつ理念(そ れが何であるかは未規定であるが)と の合

致 を実現することが自らの使 命であるこ とを,同 じ構想力に悟 らせる。併 もこの時我 々は,そ

の物理的 な無力に も拘らず,ま さしくその超感性的な能力の故に,「 自然を凌駕 していること」

(U105)に 気づ く。そ して上記の 自然物は,こ のよ うに して我 々の心に,「その使 命の独 自の

崇高悸を・自然を越えてすら・感 じさせ る」(Ebd・〉きっかけを与えるもの として,同 じく崇

高 と判定 され るのである0

このよ うな崇高の判定も,自 然美の場合 と同様,美 的反省的判断力の仕事であ る。併 し判断

力は,美 に於て 「構想力をその自由な戯れに於て悟 性に連関させ」(U94)て いたの に対 し,

崇高の場合にはその反省 を更に深めて,我 々の超感性的な能力,即 ち「理性に連関させ」(Ebd.)

てお り,そ こに見出され る合目的性 も,前 者の 「自然概念に適 った・・一 合目的性」(U・XLVII】)

であることをやめ,「 自由概念に従った……合 目的性」(Ebd.)と なっている。要す るに判断 力

はここで,認 識への連関 をはなれ,む しろ実践への目配 りの下にある。実際,判 断力がここで

構想力を理性に連関させるのも,「その理念(何 であるかは未規定)と 主観的 に合致すること,

即 ち,規 定的な理念(実 践的理念)が 心に対 してもつ影響がひ き起こすだろう情調〔道徳 歯晴〕

に適 ってお り調和的な情調 〔崇高感情〕を産み出すこと」(U94f)を めざしてのことである。

崇高感情 と道徳感情との間には,不 快 を介して快 となるというその生成 の経過 に関 して も親近

性が認め られ,そ の相違はただ,そ れぞれ に含まれる理念 が未規定か規定的か とい う点にのみ

見出され うる。所でそもそも後者の規定性は,道 徳 法則による意志規定 とい うアウ トノミーの

自由に基づ くのであるか ら,崇 高の感清はその未規定性の内で,自 我 にこの第二の 自己規 定

を,併 も自らの使命として先駆的に示唆 するもの といえよ う。そ して我々は以上のような脈絡

からして,こ の崇高感情 を先の移行の内で,美 と善(そ れへの満足は道徳感情ρ積極的側面 に

他 ならない。)との中間に位置づけることがで きる。

美 と崇高は 「同 じ主体 に於て統一 され ると,道 徳感情に関 して合目的的 である。美は或 るも

のを,自 然 さえも,関 心 をはなれて愛することを我々に準備 させる。崇高はそれ を,我 々の

(感性的 な)関 心 に抗 して も,高 く評価す るよ う準備 させる」(U115)。 美はその観想的な性

格故に,感 官の享楽か らの独立 を自我に悟 らせ,崇 高は,自 己の超感性 的使 命 を示 す ことに

よって,「感性に暴力を加える」('U116)こ とを自我に教 える。このよ うに して美と崇高 とは,
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快適か ら善へ と至 る主体の感情の移行 を媒介 し,自 我 を道徳性へ と方向づけるのである。始 め

に問題 となった二つの自我 の間のよそよそしさは,こ こに埋められ たといってよいだろう。

自我 にとって,今 や道徳性は切実 なものとなった。その法則によって自らの意志 を規定する

ことは,自 分 自身の使命として うけとられている。併 し,こ こに義務づ け られ た道徳的行 為

が,自 然法則の支配する現 象界に於て,併 もそれ 自身は意志の 自由によるものとして実現 され

るには,「 自然は,そ の形式の合法則性が,自 由の法則に従って 自然の内で実現 され るべ き目

的の,少 くともその可能性 と合致するようにも考 えられ うるのでなければな らない」(U.XX)。

とはいえ,こ れ はもはや必ず しも無理難題ではなかろ う。美と崇高 の感情 を通 じて 自然の合 目

的性 を感 得する眼 を養 った自我にとって,自 然はその客観的な相貌 に於 て も,今 まで とは異

なった姿をとってくるであろ う。それ は,生 命をたた えた豊かな自然である。我 々は次に,自

然の目的論 に眼を転 じなければならない。

N

自らの内に沈潜 していた自我 は,こ こで再び経験的認識の場へ と出てゆく。そのためここに

は,認 識ではなく感清にのみ関わった美的判断には見 られ ない問題が生 じてくる。即 ち機械論 と

目的論 との兼ね合いの問題である。一般に因果結合には二種 が区別 され る。一つは悟性によっ

て思惟 される作用 因の因果結 合であ り,こ れは認識の場面に於て自然法則の必然性 を形造 るも

のであった。これ に対 し理性によって思惟 される目的因のそれは,む しろ我々の実践 に於て馴

染深い ものである。このような目的原理 を自然認識の内に盛 り込 もうとす る試みは,自 然に於

ける自由実現の課題に とって重要 なものであるが,そ れではその二つの原理の兼ね合いは,ど

のよ うに してつけられ るのだろうか(30)カン トによれ ば,認 識の構成原理 として現 象の説明に

携わ るのは,あ くまでも機械的因果法則のみであ り,我 々は,で きる限 りこの原理に従 って自

然探求 を進 めてゆかねばならない。併 しそれ には限界がある。そ してここに,目 的原理の働 く

余地 がある。但 しそれ はあ くまで も統制原理 として,機 械論によってはつかみ きれぬ偶然(人

聞の洞察の有限性)を 埋め,自 然の体系的認識 を可能にす るための ものであ り,こ れによって

我 々は自然 を説明す るのでな く,た だ目的論的 に判定す るのである。従 って判断 力は,こ こ自

然の 目的論に於ても反省的にふ るまっている。但 しその原理は,感 情 と結びついた先の主観的

合目的性 に比 していえば」論理的合 目的性 の,ま さしく論理性の側面 を受け継 いで,概 念 に基

づいた〈客観的合 目的性 〉である。併 もその概念 は,美 的判断力の,悟 性か ら理性への反省の

深 ま りをうけて,理 性の目的概念 となっている。つ まりここに求められる論理性は,特 殊一普

遍 とい う悟 性のそれではなく,目 的一手段 とい う理性のそれ になっているのである。
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所で論理的合 目的性は,自 然全体 を一つの論理的体系 として捉 えるためのものであった。併

しカン トはその目的論を,一 挙 に自然の全体について繰 り広げよ うとは しない。むしろ彼 は目

的論の確固たる足場 を築 くため,自 然 目的(Naturzweck)か ら,即 ちそのものの内部に合目

的性が認め られ,そ の全体がそれだけで一つの目的と判定 され る自然産物か ら始める。それは

有機体である。 「自然の有機的産物 とは,そ の内の全てのものが目的であ り,相 互 にまた手段

でもあるようなものである」(U295f)。 その諸部分は全体を目的 として,そ れへの連関 の下

にその存在と形体 とを規定されてお り,併 もそれ らは相互に原因であ り結果 であることによっ

て,全 体の統一へ と結びついている。有機体 にはこうしたく内的合 目的性 〉が見てとれるので

あ るが,そ もそも有機体をそれ として判定 し,そ の内的性状 を観察 してゆくには,機 械論では

不十分であ り,か の目的原理が反省的判断力に とって不可欠な統制原理 となる。

こ うして,自 然の一部をなす有機体に於 て機械論の限界を思い知 らされた今,自 然全体を目

的論的に判定す ることは,不 可欠ではないが有益であ り,少 な くとも許 され る とい えるだ ろ

う。自然 目的としての有機体の概念 は,「 全 自然 を目的の規則に従 った体系とみ る理念 に必 然

的に通 じ,今 や 自然のあ らゆるメカニズムは……この理念 の下に秩序づけられねばならない」

(U300)。 全体 としてのこの目的の体系の中で,個 々の自然産物は 自然の 目的(Zweckder

Natur)と みな され,相 互に目的一手段の関係 にあるものと判定 され ることになる。併 しこの

く外的合 目的性〉の連関 が一つの体系 としてまとま りをみせるためには,そ こに自然 の最終 目

的(1etzterZweck)が なければならぬ。そ してそれは人間である。但 しそれ を人間のどこに

置 くかは,究 極 目的(Endzweck)と の連関の下 に定 め られ な けれ ばな らず,結 局 それ

は,後 者を準備す るもの として文化(陶 冶)と される。では問題 の究極 目的 とは何 か。 「究極

目的とは,そ の可能性の制約 として,他 の何 ものも必要 としないような目的である」(U396)。

このような無制約的な目的 は,も はや 自然の内には見出され ない が,我 々はそれ をた だ一つ

知っている。それはhomonoumenon,即 ち目的 自体 としての自己自身に他ならない。人格

の尊厳を担 うこの 自己について,「それは何のために存在するのか。」と更に問 うことはできな

い。む しろ人間存在は 自己の内に最高の目的 を含みもつのであ り,他 の全 てはこの 目的の下に

秩序づけられるのである。有機体によって,そ れ とのアナ ロギーの下,目 的論的に判定され る

きっかけを与えられた 自然の全体は,こ れによって他方,目 的の国 とのアナロギーの下に捉 え

られることにもなった。

超越論的な法則に関 して,単 に我 々の悟 性と合致す るのみであった自然は,美 の観想におけ

る判断力 との合致 を介 して,今 や この 目的論的判定に於ては理性 とも合致 して,道 徳性,な い

しそのよ りどころとなる意志の自由との連関の下に捉 えられ るに至った。そこで働 く合 目的性
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の原理 は,あ くまでも反省的判断力にとっての統制原理である。併 しこの原理 を通 じて,生 命

力 とい うその豊かな実質をも盛 り込んで捉 え直された 自然は,自 由の法則によって我 々に課せ

られた 目的 を全 く容れないような,冷 たく頑な ものではな くなっている といえるだろう。

美的判断力の反省 に於て感性界か ら可想界へ とその姿勢 を向けかえた自我は,そ こで高めら

れた反省 の原理 を携えて認識の場へ と戻 り行 き,自 由の法則によって 自らに課せ られた 自的の

可能性 を自然に問いか ける。この一連の過程 を通 して,自 我は自然の実質にふれ るのだが,そ

れ を自我に与えるものは経験である。他方その経験 は,自 我の道徳的 活動の実際 の場で もあ

る。自然 と自由 との,互 いに厳 しく峻別され る立法は,と もに全 く形式にのみ関わ るものであ

り,自 然も自由も,そ の実 質を得るには経験 の沃野へ と降 り立たねばな らない。まさしく経験

は,自 然 と自由との共通の地盤(Boden)で あ り,そ れぞれの立法は,こ こに於て初めて 「遂

行 され る」(U.XVII)の である。

自由をそこで実現す ることは,自 然の必然性によってた しかに不断に制限 されている。併 し

この経験の場に於て実 質を盛 り込 まれた自然が,必 ず しも機械論的な必然性によってがん じが

らめになっているのでない ことも,自 我は既 に知っている。 自然は 目的論的に も判定 され,目

的の国とのアナロギー の下,こ の 自由の合 目的的統 一 を 「具体 的に適 用す る制 約 を含 む」

(B845)も のである。今や 自我は,自 然に価値を見出 し評価す るのみにとどま らず,自 らの

自由によってこれ に積極的に働 きかけ,そ の必然性 を逆に制限 しつつ,道 徳的な価値 を創造 し

付与 してゆくのでなけれ ばな らない。それは自我の使 命であ り,歴 史の全体 を通 してその実現

が求め られる課題 であ る。併 も自我はここで,た だ一人 この課題を背負 うのではない。歴史と

はそ もそ も義る入商あ歴 史である(40)そしてそこには,目 的自体としてのあるべ き自我 像のみ

ならず,そ うした 自我の共同体たる目的の国が,そ れ自体 目的 と して求 め られ て いるのであ

る。

カン トの哲学は,こ のよ うに人間理性の本質的な目的への連関 をもつteleologiarationis

humanaeと して,そ の 「世界概念」(B866)に 従 った哲学ということがで きよ う。それは人

間の有限性 とい うものを厳 しく見据 えつつその知を制限 しながらも,他 方そこで同時に自覚の

内に もた らされたその自発性 によって,我 々は何 を為しえ,ま た何 を為すべ きか を見定 め,

とって返 してその有限性を,自 然の合 目的性の想定の下に一歩一歩埋めてゆ くーよ う,我 々に促

している。この合目的性原理 が携わる自然の美的 ・目的論的判定,そ してそもそ も目的を先に

据 えてそれをどこまで も追い求 めてゆくことは,理 性的であ りながら有限者 たる我 々人間に固

有の事柄に他な らないだろう。カン ト哲学 はこれ を明らかにす ることにより,我 々に今,目 的
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が喪 失 され て い るこ と を,改 めて気 づ かせ て い る よ うに思 わ れ る。

〔哲学 博士 課程 〕

註

ωr純 粋 理性 批判 』か らの引用 は,第 二版 をBと して そ のペー ジづ け を,r判 断 力批 判1はu.

と略 記 して,そ の 第三 版 のペ ー ジづ け(ア カデ ミー版 な らび に 哲学 文 庫:PhB版 の横 づ け

ペ ー ジ)を,ま たr判 断力 批判 へ の 第一序 論』 はE.と 略 記 して,PhB版 の ペ ー ジづ け を 記

した。

(2)こ 、こで見 通 しをよ く してお くため に・ZweckπiaβigkeitderNaturの 分類 を表 に して

示 して お く 。

formal,relativlogisch

real,absolutsubjektiv:asthetischfor

ma

objektivformal

material:teleolo;1羅 鷲

(3)こ の問題は,r判 断力批判』の全体 を貫 く 「超感 性的基体」の思想に絡輌が,今 はこれ を論

ずる力 もなく紙面も限 られてい る。ここでは,カ ン トの解決のみ確認す るにとどめ る。

(4)根 本的には道徳法則 に基づ くであろ うこの客観的普遍 性の手前には,美 への満足の主観的

普遍性 がある。そこに見られ る感情 の移行は,自 我が共同体に入 りゆく過程 として捉 えるこ

ともできよう。
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Dad Zwischen der Natur and der Freiheit in Kantsphilosophie

Toshitaka Mochizuki

 Nach dem_ Unterschied der Erscheinung von der Dinge an sich trennt Kant das Gebiet 

der Natur von dem der Freiheit. Dadurch wird das Ich untergeschieden in das erscheinende 

Ich (das Ich als Erscheinung) and das Ich an sich (das Ich als Ding an sich), and sie schei-

nen zu fremd gegeneinander zu sein. Es scheint noch sehr schwer zu sein, den Zweck, 

der dem Ich durch das Gesetz der Freiheit aufgegeben wird, in der Natur zu verwirk-

lichen. 

 Zuerst sehen wir, da(3 jene Trennung der beiden Gebiete sich auf die genaue Unter-

scheidung der Gesetzgebung des Verstandes fur die Natur von der Gesetzgebung der 

Vernunft fur den Willen gri ndet, and bestatigen die Einheit des Ich in der Spontaneitat 

der beiden Vermogen. Noch mehr finden wir das Vermittelnde der zwei Gesetzgebungen 

in der reflektierenden Urteilskraft, die dieselbe Spontaneitat, and dadurch fur sich 

ihr eigenes Prinzip hat. Und die primitive Form dieses Prinzips ist die logische Zweck-

ma(3igkeit der Natur, and diese ist mit dem Gefiihl der Lust verbunden.i 

 Die Entwicklung diesel Gefiihls ist die subjektive Zweckma(3igkeit der Natur, und these 

findet rich in dem Schonen and dem Erhabenen der Natur. Und das Wohlgefallen an 

diesen macht dem Ich den Ubergang von dem Wohlgefallen am Angenehmen zu dem am 

Guten moglich. Durch diesen Ubergang wird jene Fremdheit aufgelost werden. 

  Noch die Entwicklung der logischen Seite der ersten ist die objektive Zweckmalligkeit 

der Natur, and durch dieses regulative Prinzip der reflektierenden Urteilskraft wird die 

Natur als teleologisch beurteilt. Und bier zugleich werden wir die Moglichkeit der Ver-

wirklichung jenes dem Ich auferlegten Zwecks in der Natur finden.
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